
機関名

障がい者保健福祉課

環境生活部
くらし安全局
道民生活課

保健福祉部福祉局
地域福祉課

各部局のひきこもり関連対策の取組状況等

 【非予算事業】
○「北海道子ども・若者計画」の策定（子若法第９条・努力義務）※
○北海道子ども・若者支援地域協議会の設置（子若法第19条・　努力義務）※
→H29まで年１回地域協議会を開催し、各関係機関の取組状況の報告
→市町村における子ども・若者支援地域協議会の設置促進
→H26に各相談機関の連絡先を掲載したリーフレットを発行

※H22.4.1に施行された「子ども・若者育成支援推進法」に基づき策定や設置を行った。

現在、行っている取組 備　　　考

○事業名：平成31年度ひきこもり対策推進事業
内容：
①ひきこもり成年相談センター設置運営事業
　平成21年度から当センターを設置し、第一相談窓口としての機能を果たし、当事者や家族への相談
対応のほか、関係機関とのネットワーク構築、一般市民等に対する普及啓発を行っている。（市町村で
の研修会、相談会、個別相談を実施、リーフレット配布など）
②ひきこもりサポーター養成研修事業
　ひきこもり本人や家族等に対するボランティア支援に興味のあるものに対しての研修会
（年一回インターネット実施）

○道立保健所におけるひきこもりに関する相談支援
○道立保健所における当事者及び家族を対象としたグループへの支援

（連絡先）
北海道ひきこもり成年相談センター
　〒003－0029　札幌市白石区平和通17丁目北1番13号
　電話相談　０１１－８６３－８７３３　※相談専用
　　　　　　　　（月～金　9:30～12:00、13:00～16:00）
　
　来所相談　月～金　9:00～17:00　※予約制
　　　　　　　　（土、日、祝日及び年末年始を除く）

　メール相談　http://www.kokoro-recovery.org
　　　　　　　　（こころのリカバリー総合支援センターの
　　　　　　　　　ホームページをご利用ください）
　　　　　　※返信には10日程度かかる場合があります

事業名：生活困窮者自立相談支援事業
内　容：
　実施主体は道及び各市。道においては、各振興局が管内町村の生活困窮者の自立促進を図るた
め、自立相談機関に業務を委託し、相談対応や必要な情報提供及び助言並びに関係機関との連絡調
整など様々な支援を行っている。

（連絡先）
自立相談支援機関相談窓口一覧
ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/seikatsukonkyuu.ht
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機関名

各部局のひきこもり関連対策の取組状況等
現在、行っている取組 備　　　考

経済部労働政策局
雇用労政課

教育庁学校教育局
生徒指導・学校安全課

事業名：いじめ対策・不登校支援等推進事業【国委託事業】
内 容 ：
①　中１ギャップ問題未然防止事業
   全道15地域を指定し、中学生の不登校等の防止のため、小中連携を促進する取組を行うとともに、
「自殺予防教育プログラム」を活用し、児童生徒の援助希求的態度等の育成を図る取組を実施。
②　高校生ステップアップ・プログラム
　全道19校を指定し、高校生のコミュニケーションスキルの育成を図る取組等を行うとともに、「自殺予
防教育プログラム」を活用し、生徒の援助希求的態度等の育成を図る取組を実施。

事業名：子ども相談支援センター【道費・一部国の補助】
内　容：児童生徒や保護者からのいじめや不登校等に係る相談に対応するため、電話相談（フリーダ
イヤル）、メール相談、来所相談等を行う。

（連絡先）
子ども相談支援センター
　　電話相談　0120－3882－56
　　　　　　　　※毎日24時間対応
　
　　相談メール　doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp

　　来所相談：子ども相談支援センター
　　　　　　　　　　〒060－8544
　　　　　　　　　　札幌市中央区北３条西７丁目
　　　　　　　　　　道庁別館８階
                       〈予約電話：0120-3882-56〉
　　　　　　　　　北海道立教育研究所
　　　　　　　　　　〒069－0834
　　　　　　　　　　江別市文京台東町42番地
                       〈予約電話：011-386-4520〉

【国事業】事業名：地域若者サポートステーション
内容：
　地域若者サポートステーション（以下「サポステ」）では、働くことに悩みを抱えている若者等に対し、
キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、協
力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援を行っています。サポステは、厚生労働省が委託
した全国の若者支援の実績やノウハウのあるNPO法人、株式会社などが実施しており、道内に7カ
所、サテライトを2カ所設置しています。

【道事業】北海道就業支援センター事業
内容：
  「ジョブカフェ・ジョブサロン」を設置し、若年者及び中高年求職者に対し、キャリアコンサルティングや
セミナーなどの実施により、就職支援を実施。
　必要に応じ、地域若者サポートステーションとの連携した支援を実施します。

（連絡先）
地域若者サポートステーション
道内に7カ所、サテライト2カ所設置
連絡先は下記ホームページ参照
http://saposute-net.mhlw.go.jp

ジョブカフェ北海道
　〒060－0004　札幌市中央区北4条西5丁目
　　　　　　　　　　大樹生命札幌共同ビル７F
　tel 　011－209－4510
　http://www.jobcafe-h.jp



機関名

各部局のひきこもり関連対策の取組状況等
現在、行っている取組 備　　　考

北海道立
精神保健福祉センター
相談研究部

●青年期親の会
１　目的
　　青年期における対人不安、抑うつ、社会的ひきこもり等の家族を持ち悩んでいる親（他家族も含む）
同士がお互いに話し合い、孤立感を和らげ、状況を理解し、家族の対応を工夫し考えることを目的とす
る。

２　日程・場所
　　日時　毎月第４木曜日　午前１０時半から午後３時まで（午後はフリ－ト－ク）
　　場所　当センタ－集団治療室で実施。

３　参加対象者
　　社会的ひきこもり当事者の親（他家族も含む）
　　受け入れ人数はおおむね２０人以内とする。


